
 
 

議第８４号 

 公の施設の使用料の改正に伴う関係条例の整備等に関する条例案 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年１１月２５日 

高島市長 今 城 克 啓 

                                   

 

   公の施設の使用料の改正に伴う関係条例の整備等に関する条例 

 

（高島市立学校使用料徴収条例の一部改正） 

第１条 高島市立学校使用料徴収条例（平成１７年高島市条例第１１５号）

の一部を次のように改正する。 

別表グラウンド照明設備の部朽木西小学校の項に次のように加える。 

高島中学校 全面 １時間 １，２００ 

第２条 高島市立学校使用料徴収条例の一部を次のように改正する。 

別表体育館の項中「５００」を「６００」に改め、同表グラウンドの項

中「７００」を「８００」に改め、同表格技室の部中「３００」を「４０

０」に改め、同表グラウンド照明設備の部中「１，３００」を「１，６０

０」に改め、同部今津北小学校の項中「７００」を「１，０００」に改め

、同部安曇川中学校の項中「７００」を「９００」に改め、同部中「１， 

１００」を「１，４００」に、「１，２００」を「１，６００」に改める。 

（高島市都市公園条例の一部改正） 

第３条 高島市都市公園条例（平成１７年高島市条例第２５５号）の一部を

次のように改正する。 

別表第３中「４００」を「６００」に改める。 

（高島市新旭森林スポーツ公園の設置および管理に関する条例の一部改正） 

第４条 高島市新旭森林スポーツ公園の設置および管理に関する条例（平成

１７年高島市条例第３６４号）の一部を次のように改正する。 

別表球場の項中「２，０００」を「３，０００」に改め、同表多目的グ

ラウンドの項中「１，１００」を「１，６００」に改め、同表テニスコー

トの部中「６００」を「８００」に、「５００」を「７００」に改め、同

表照明設備の部中「７，２００」を「９，１００」に、「３，６００」を

「４，６００」に改め、同部テニスコートの項中「６００」を「８００」



 
 

に改め、同表放送設備の項中「３００」を「４００」に改め、同表スコア

ボードの項中「５００」を「６００」に改める。 

（高島市高島Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置および管理に関する条例の一部改

正） 

第５条 高島市高島Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置および管理に関する条例（平

成１７年高島市条例第３６５号）の一部を次のように改正する。 

別表第２⑴高島Ｂ＆Ｇ海洋センター施設使用料の表第１体育館の項中「

１，０００」を「１，３００」に改め、同表第２体育館の項中「５００」

を「７００」に改め、同表温水プール（浴室・採暖室を含む。）の部中「

３００」を「４００」に、「６００」を「７００」に改め、同表ジムルー

ム（浴室を含む。）の部中「５００」を「７００」に改め、同表屋根付多

目的広場の項中「４００」を「５００」に改め、同表屋根付多目的広場照

明設備の項中「６００」を「８００」に改め、同表運動公園グラウンドの

項中「１，０００」を「１，２００」に改め、同表運動公園グラウンド照

明設備の部中「３，６００」を「４，６００」に、「２，４００」を「３

，０００」に改める。 

別表第２⑵温水プール・ジムルーム会員使用料の表中「１１，０００」

を「１４，０００」に改める。 

（高島市安曇川多目的グラウンドの設置および管理に関する条例の一部改

正） 

第６条 高島市安曇川多目的グラウンドの設置および管理に関する条例（平

成１８年高島市条例第８８号）の一部を次のように改正する。 

別表中「７００」を「８００」に改める。 

（高島市健康の森梅ノ子運動公園の設置および管理に関する条例の一部改

正） 

第７条 高島市健康の森梅ノ子運動公園の設置および管理に関する条例（平

成１８年高島市条例第８９号）の一部を次のように改正する。 

別表多目的グラウンドの項中「１，０００」を「１，２００」に改め、

同表多目的グラウンド照明設備の部中「３，６００」を「４，６００」に

、「２，４００」を「３，０００」に改め、同表ゲートボール場の項中「

４００」を「５００」に改め、同表芝広場の項中「２，０００」を「２，

２００」に改め、同表テニスコートの項およびテニスコート照明設備の項

中「６００」を「８００」に改め、同表相談室の項中「５００」を「６０

０」に改め、同表体力テスト室の項中「６００」を「９００」に改める。 

（高島市今津屋根付き運動場の設置および管理に関する条例の一部改正） 

第８条 高島市今津屋根付き運動場の設置および管理に関する条例（平成２



 
 

４年高島市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

別表中「２，４００」を「２，６００」に、「１，２００」を「１，３

００」に、「６００」を「８００」に改める。 

（高島市今津Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置および管理に関する条例の一部改

正） 

第９条 高島市今津Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置および管理に関する条例（平

成２４年高島市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表屋内温水プールの部中「３００」を「４００」に、「３，０００」

を「４，０００」に、「３，６００」を「４，８００」に改め、同部上記

以外の者の項中「６００」を「７００」に、「６，０００」を「７，００

０」に、「７，２００」を「８，４００」に改める。 

（高島市今津山村広場の設置および管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 高島市今津山村広場の設置および管理に関する条例（平成２４年

高島市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

別表中「１，８００」を「２，３００」に改める。 

（高島市今津総合運動公園の設置および管理に関する条例の一部改正） 

第１１条 高島市今津総合運動公園の設置および管理に関する条例（平成２

４年高島市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

別表今津スタジアムの部中「３，０００」を「３，２００」に、「４，

６００」を「４，９００」に、「８，１００」を「８，７００」に、「１

２，２００」を「１３，０００」に、「１３，７００」を「１４，６００

」に、「１８，２００」を「１９，４００」に、「３４，５００」を「３

６，８００」に、「４６，６００」を「４９，７００」に、「７１，００

０」を「７５，７００」に、「９３，３００」を「９９，５００」に、「

１３５，８００」を「１４４，９００」に、「１，５００」を「１，９０

０」に改め、同部放送設備の項中「３００」を「４００」に改め、同部会

議室の項中「２００」を「３００」に改め、同部中「２６，９００」を「

３４，１００」に、「９，０００」を「１１，４００」に、「５，４００

」を「６，８００」に、「３，６００」を「４，６００」に改め、同表第

１グラウンドの部中「１，７００」を「１，８００」に、「２，２００」

を「２，４００」に改め、同表第１グラウンド照明設備の部中「２，７０

０」を「３，４００」に、「１，８００」を「２，３００」に、「９００

」を「１，１００」に改め、同表第２グラウンドの部中「３，１００」を

「３，３００」に、「４，１００」を「４，２００」に改め、同表第３グ

ラウンドの部中「２，０００」を「２，１００」に、「２，６００」を「

２，７００」に改め、同表第４グラウンドの部中「１，９００」を「２，



 
 

０００」に、「２，５００」を「２，６００」に改め、同表屋内ゲートボ

ール場の項中「８００」を「９００」に改め、同表屋内ゲートボール場照

明設備の項中「２００」を「３００」に改め、同表テニスコートの項およ

びテニスコート照明設備の項中「６００」を「８００」に改める。 

（高島市マキノ林間スポーツセンターの設置および管理に関する条例の一

部改正） 

第１２条 高島市マキノ林間スポーツセンターの設置および管理に関する条

例（平成２５年高島市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「５００」を「７００」に、「７００」を「８００」に改め

る。 

（高島市体育施設の設置および管理に関する条例の一部改正） 

第１３条 高島市体育施設の設置および管理に関する条例（平成２７年高島

市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

別表第４に次のように加える。 

横山農村広場照明設備 全灯 １時間 １，２００ 

第１４条 高島市体育施設の設置および管理に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

別表第４マキノグラウンドの項中「７００」を「８００」に改め、同表

マキノグラウンド照明設備の項中「１，６００」を「２，１００」に改め

、同表マキノ屋内グラウンドの項中「４００」を「６００」に改め、同表

マキノ屋内グラウンド照明設備の項中「３００」を「４００」に改め、同

表今津勤労者体育センターの項および今津上体育館の項中「５００」を「

６００」に改め、同表今津弘川運動公園の部中「４００」を「６００」に

、「１，０００」を「１，５００」に改め、同表今津水泳プールの部中「

１００」を「２００」に、「２００」を「３００」に、「３００」を「４

００」に改め、同表中 

「 

新旭体育館 体育室 半面 １時間 ５００ 

 卓球場 全面 １時間 １００ 

新旭体育館空調設備 体育室 全面 １時間 ６００ 

卓球場 全面 １時間 ２００ 

新旭武道館 全面 １時間 ３００ 

」を 

「 

新旭体育館 体育室 半面 １時間 ６００ 



 
 

 卓球場 全面 １時間 ２００ 

 会議室 １室 １時間 １００ 

新旭体育館空調設備 体育室 全面 １時間 ６００ 

卓球場 全面 １時間 ２００ 

新旭武道館 武道場 全面 １時間 ４００ 

和室 １室 １時間 １００ 

」に 

改め、同表安曇川総合体育館の部中「５００」を「６００」に、「２００

」を「３００」に、「３００」を「４００」に改め、同表横山農村広場の

項中「７００」を「８００」に改め、同表横山農村広場照明設備の項中「

１，２００」を「１，６００」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条および第

１３条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例（第１条および第１３条を

除く。）による改正前のそれぞれの条例および廃止前の高島市勤労者余暇

利用施設の設置および管理に関する条例（平成１７年高島市条例第２３３

号。以下これらを「旧条例」という。）の規定によりなされた申請、処分

、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例（以下こ

れらを「新条例」という。）の相当規定によりなされた申請、処分、手続

その他の行為とみなす。 

３ この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞ

れの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたも

のとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 


